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１ はじめに 

科学技術やイノベーションをめぐる大変革時代が到来する中、学術は社会との連携を深

めながら広い視野を持つことが求められている。このような情勢において、日本学術会議

若手アカデミーは、学術・行政・産業・NPO等の関係者との交流活動を通じて、若手科学者

による社会連携の推進を目指し、社会連携のあり方、科学技術やイノベーションの社会実

装など、学術と社会の関係を検討するために、「イノベーションに向けた社会連携分科会」

を設置した。同分科会は、第23期および第24期の日本学術会議若手アカデミーにおいて「世

代の知をつなぐ地方創生とイノベーション1」、「AI・イノベーションに向けた社会連携2」、

「若手アカデミーが考えるシチズンサイエンスに基づいた学術横断的社会連携」をテーマ

とした公開シンポジウムを開催し［１］、学術が行政や産業、さらには市民社会とつながる

ことで如何にイノベーションを達成するのかという点を広く議論した。第25期の日本学術

会議若手アカデミーが掲げる「20年後の科学・学術と社会を見据えたリモデリング3戦略を

考える」というビジョンのもと、同分科会は多義性を帯びたイノベーションの概念を整理

し、イノベーション創出を阻む要因、促進する要因等について議論した。 

この議論において、イノベーションが起きづらい背景の一つとして、イノベーション人

材を育成するための環境整備が十分ではないことが指摘された。イノベーション人材の育

成には、その前提として人材の多様性を確保することが重要であり、そのためには多様な

生き方を包摂する社会の構築が求められる。この点について、日本学術会議科学者委員会

男女共同参画分科会は、欧州を中心に世界では科学技術やイノベーション推進のために性

別を要因とした特性を調べる科学研究があらゆる分野で進められるようになってきたこと

を踏まえ、見解「性差研究に基づく科学技術・イノベーションの推進」を発出し、性別に

おける人材多様性の確保が新たな経済的価値を生み出すことを既に述べている［２］。 

様々な施策により人材の多様性が確保されたとしても、多様な人材がその能力を十分に

伸ばすためには、考える力を育てるための教育が必要である。そのため、イノベーション

に向けた社会連携分科会では、現在の教育環境の改善が20年後の社会に与える影響に鑑み、

これをイノベーション人材の育成を促進する「長期的リモデリング戦略」と位置づけた。

現在の小中学校においては不登校児童・生徒の数が年々増加しているが4、このような必ず

しも学校教育に適応しない子供たちをも受け入れうる選択性と包含性ある学校教育環境を

                                            
1 日本学術会議公開シンポジウム「世代の知をつなぐ地方創生とイノベーション」概要

https://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/229-s-0726.pdf（参照 2023-09-24） 
2 日本学術会議公開シンポジウム「AI・イノベーションに向けた社会連携」概要

https://www.scj.go.jp/ja/event/pdf2/249-s-0911.pdf（参照 2023-09-24） 
3 リモデリングとは再構築と同義である。第 25 期の日本学術会議若手アカデミーのビジョンが「20 年後の科学・学術と

社会を見据えたリモデリング戦略を考える」であるため、イノベーションを起こすために再構築すべき事柄について、長

期的リモデリング戦略、中期的リモデリング戦略という語を用いて議論した。そのため、本記録においても、再構築とい

う語ではなく、リモデリングという語で議論された内容を記載した。 
4 文部科学省が 2022 年 10 月に公表した「令和３年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査

結果について」では、全国の小中学校で 2021 年度に学校を 30 日以上欠席した不登校の児童生徒は、前年度から４万 8813
人（24.9%）増の 24 万 4940 人となり、過去最多を記録したことが報告された。不登校の増加は９年連続で、10 年前と比

較すると小学生は 3.6 倍、中学生は 1.7 倍増となっている。

https://www.mext.go.jp/content/20221021-mxt_jidou02-100002753_1.pdf（参照 2023-09-24） 
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構築することが、イノベーション創出に資する人材の育成や人材多様性の確保に寄与する

と考える。 

イノベーションが起きづらい別の背景として、社会を構成する様々な領域における縦割

り文化や、都市と農村、居住者と外部者、中央と地方など分断の構造がある。高度に複雑

化した社会では、社会課題に対応するために発展した組織が専門家たちの縦割りの「サイ

ロ」となり、その結果として変化に対応できない「サイロ・エフェクト」が生じることが

指摘されている［３］。イノベーションは超領域的な取り組みによって起こるものであり、

その創出にはサイロ・エフェクトを打破して各領域を越境して活躍する人材（越境人材）

を育成する取り組みが必要である。「越境人材の育成」が社会に与える影響は「長期的リモ

デリング戦略」に比べて時間を要さずに即効性が認められることから、イノベーションに

向けた社会連携分科会では、これをイノベーション人材の育成を促進する「中期的リモデ

リング戦略」と位置づけた。 

以上を踏まえ、本記録ではイノベーションの定義をはじめに述べ、次にイノベーション

の基盤となる人材の多様性の確保について言及する。そして、イノベーション人材の育成

を促進する長期的リモデリング戦略として、考える力を育てるための教育環境の改善、学

校現場で行われているイノベーション人材育成につながる活動としてのスーパーグローバ

ルハイスクール（SGH）、学校現場の外で行われているイノベーション人材育成につながる

活動を紹介する。また、イノベーション人材の育成を促進する中期的リモデリング戦略と

して、共創プロジェクトを担う越境人材の取り組みを紹介する。そして、これらを踏まえ

てイノベーション創出にあたり重要視すべき３つの事柄を述べる。 
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２ 本記録におけるイノベーションの定義 

20 世紀初頭から中盤にかけて、イノベーションは主に技術革新や新製品の導入と結び付

けられていた。この時期の定義の一例として、ヨーゼフ・シュンペーターは 1934 年に「イ

ノベーションは新規経済活動を創造的に形成し、既存の経済体制を変革するプロセスであ

る」と述べている［４］。しかし、この定義は次第に広がりを見せ、1960 年代に入り、イ

ノベーションの概念はより包括的なものへと発展した。エヴェリット・ロジャースは 1962

年の著書「Diffusion of Innovations（邦訳：イノベーション普及学）」で、イノベーショ

ンを「新しい考え方、手法、製品、またはサービスの採用および普及」と定義している［５］。

この定義により、イノベーションは単なる技術革新や新製品の登場だけではなく、社会的

な変化や普及にも、その概念が拡張されるようになった。1980 年代に入ると、イノベーシ

ョンの概念はさらに広がった。これは、組織や市場の視点からのイノベーションの重要性

が認識されたことによる。この時期、ピーター・ドラッカーはイノベーションを「既存の

要素を組み合わせて新しい組み合わせを生み出すことで、顧客に価値を提供するプロセス」

と定義している［６］。これは、イノベーションが単なる技術的な側面だけでなく、経済的

な側面や市場の要素も含むことを示唆している。2000 年代に入り、ジョン・ベッサントと

ジョゼフ・ティッドはイノベーションを「新しいアイデアや概念、技術、製品、プロセス、

または組織形態の実装」と定義し、イノベーションを単なる技術革新だけでなく、アイデ

アや組織の変革とも関連づけた［７］。 

近年の定義では、イノベーションはさらに包括的かつ多様な概念として捉えられている。

例えば、クレイトン・クリステンセンらは、「イノベーションは、新しい価値を提供するこ

とで既存の市場や価値ネットワークを変革するプロセス」と定義している［８］。この定義

では、イノベーションは既存の市場や産業の枠組みを超えて、新しい価値を創造する力と

して強調されている。以上のように、イノベーションの概念は時間と共に拡大し、深化し

てきた。初期の定義では技術的な側面に焦点が当てられていたが、次第に社会的・経済的

な側面や市場の要素が取り入れられるようになり、最近の定義では新しい価値を提供し、

既存の枠組みを変革する力としてのイノベーションが強調されている。このように、イノ

ベーションはその重要性が人類全体で認識されていくなかで定義が変遷し、現代では「イ

ノベーション」の定義自体がさらに多様化し、異なる研究者や文献によってさまざまに解

釈されている。このような背景から、イノベーションに向けた社会連携分科会では、イノ

ベーションを「今後の人類社会の持続性に不可欠なもの」と考え、本記録において「人類

が発展し、幸福を追求するために必要とされる既存の価値、制度等の変革の総体」と位置

づけることとした。科学技術・イノベーション基本法第２条第１項では、イノベーション

の創出を「科学的な発見又は発明、新商品又は新役務の開発その他の創造的活動を通じて

新たな価値を生み出し、これを普及することにより、経済社会の大きな変化を創出するこ

と」と定義している［９］。その上で、イノベーションは科学技術の影響に限らない幅広い

社会的な変革を含むものであることから、本記録では 科学技術・イノベーション基本法

の定義を踏まえつつ、より広く社会制度そのものの変革も含めた、「新しい価値」の創出の

営み全体をさすものとしてイノベーションを捉える。 
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３ イノベーションの基盤となる人材の多様性 

「新たな価値」を生み出し、「経済社会の大きな変革を創出」するには、それまで使わ

れていなかった情報や知識を活用し、反映されることのなかった体験や発想を動員する必

要がある。他方、個人が処理できる情報量、蓄積できる体験や知識、持つことのできる発

想等には限界があるため、イノベーションの実現には、政治・経済・社会の各領域で、多

様な人材が活躍できる環境が必要となる。様々な組織で活躍する人材を多様化する制度づ

くりにおいては、様々な領域でのイノベーションを誘発し、イノベーションの基盤となる

という点はもちろんのこと、それ自体がイノベーションであるという視点が重要である。

例えば、我が国では、1945年～46年の選挙法改正・衆議院議員総選挙において、歴史上初

めて女性参政権の制度がつくられた。女性の政治参加は、日本社会がそれまで実現できて

いなかった価値の実現であり、制度改正自体が大きなイノベーションであった。もっとも、

女性議員や女性の管理職の比率は今日にあっても低いままであることが指摘されて久しい。

平成30年には、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律も制定されたが、大き

な効果を上げるには至っていない現状がある。実際、「男女共同参画白書 令和４年版」の

１－１図、１－２図に示された通り、近年の衆議院議員総選挙における当選者の女性比率

は10％程度、参議院議員通常選挙で20％程度である［10］。政治分野以外でも、国の行政

組織5・司法組織6での女性比率はなお低迷している。各府省庁の事務次官・長官人事や最

高裁判事・高裁長官人事等で、男女交互の任命を慣行化するなど、国として取り組めるこ

とはまだ多くあるはずである。特に、最高裁や高裁長官人事では、人材の供給源が国会議

員選挙の当選者に限られる国会や、半数を国会議員から選抜しなければならない内閣に比

して、相対的に女性の登用は容易である。 

 多様な人材が活躍できる環境づくりのために、特に二点を指摘すべきである。第一に、

差別がないことが重要である。ここにいう差別とは、特定の人種や性別、出身地など人間

の属性に向けられた蔑視感情にのみならず、意識的、無意識的に関わらず生じる人間の属

性に対する固定観念等も含まれる。政府や企業などの諸組織には、公益実現や営利活動な

ど、それぞれに目的があり、その目的達成に関係のない感情を持ち込み、人間を選別する

ことは差別されない権利の侵害であると同時に、組織内の多様性の阻害要因となる。例え

ば、意識的、無意識的に関わらず社会的性差に対する偏った思い込みを政府や企業の人事

に持ち込めば、組織の男女共同参画は実現できない。差別を取り除くには、何よりもまず、

様々な扱いの理由を明示させることが重要である。差別感情に基づく扱いは、不合理で理

由を説明し難いためである。続いて、差別感情への迎合を、正当な理由と認めないことも

重要である。例えば、「自分は差別感情を持っていないが、女性への差別感情を持っている

顧客が嫌がる」という理由で、女性を管理職に昇任させないなどの差別的扱いを認めると、

差別は解消できない。 

                                            
5 現在の国の行政組織の構成員における女性比率については、内閣官房内閣人事局「女性国家公務員の採用状況のフォロ

ーアップ」令和4年6月1日別添にて、概要が示されている。国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合は37.2%
である。 https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/20220601_followup.pdf（参照 2023-09-24） 
6 内閣府『男女共同参画白書令和 3 年版』第 3 節によれば、裁判官の女性比率は 22.6%、検察官で 25.4％である。

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r03/zentai/html/honpen/b1_s01_03.html（参照 2023-09-24） 
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 第二に、合理的配慮がある。これは、特に障害者差別禁止の分野で発展してきた概念だ

が、人材多様性確保の観点でも、あらゆる場面に応用可能である。一見すると公平な基準

での取扱いが、実際には排除要件を内包しており人材の多様性確保を阻害している場面は

多くある。例えば、階段しかない建物は、形式的には誰でも使えるかもしれないが、車い

すの利用者は実質的には排除される。性別や障害の有無、信条の内容など、人には事実上、

多くの個性があり、それに配慮することなしに多様性は実現し得ない。イノベーションを

生み出せるコミュニティを構成するためには、年代・性別・文化・出身地・国籍・価値観

など、様々な多様性を有する人材の参加が必要とされる。これを促すためには、そもそも

我が国の社会制度として、多様な価値観を有する人々が自由に暮らせる仕組みや枠組みの

存在が前提となるが、未だ様々な観点から課題があるのが現状である。 

具体的な論点として家族法制の問題を指摘してみたい。今日においても、家族は様々な

活動に参加する際の基本単位とされており、法的に家族として扱われないことは、政治・

行政・企業活動などへの参加の障害となる。現在、我が国には、同性カップルのための婚

姻制度が存在しない。同性カップルに法定相続分・戸籍での公証などの婚姻効果を与えな

い理由が公に説明されることは希で、理由がない区別をするのは、差別の一種である。ま

た、別姓での婚姻を認めないことは、家族法制における合理的配慮の不足を示す。法律婚

夫婦と何ら変わらない生活をしている別姓カップルに、家族としての法的保護を与えない

理由もほとんど公に説明されない。選択的夫婦別姓を認めないことは、別姓を希望する者

への合理的配慮を欠いており、また、不合理な校則同様に、理由なきルールの押し付けで

もある。この点について、通称使用の広がりで解決済みとの指摘があるが、現行法は夫婦

に同氏を「称する」ことを義務付けており（民法第750条）、通称使用の広がりは、言わば

脱法とも見られかねないこの制度を追認せざるを得ないほどに現行制度に合理性がないこ

とを示す現象にすぎない。同性間の婚姻や別姓婚の制度を導入すれば、行政や企業、学術

機関等においても、同性間の家族関係をこれまでよりも実態に即して扱うことが可能とな

り、性的マイノリティはより働きやすくなる。また、婚姻関係にとらわれずに生活してい

る人々は、法律婚による家族を構成している人々と比較すると、社会的支援の提供が不足

する傾向にある。日本組織内弁護士協会「夫婦別姓制度の導入に関する理事長声明」のよ

うに、企業活動の現場からも、夫婦別姓制度導入の必要が指摘されている［11］。これらの

制度改正を実現することは、それ自体がイノベーションである。 

このような合理的配慮の不足と差別を放置することは、国が、目の前にあるイノベーシ

ョンの選択肢を堂々と放棄し続ける姿勢を示すことと同義で、我が国に暮らす人々のイノ

ベーションへの動機をくじくものになりかねない。公益社団法人Marriage For All Japan

のレポート「婚姻の平等が日本社会にもたらす経済インパクト」のように、性的マイノリ

ティ保護制度とイノベーションとの間に少なくとも相関関係が見られるとの指摘もある

［12-14］。以上から、人材の多様性の確保がイノベーション創出のための基盤となること

が想定され、これをもとに、イノベーション人材の育成を促進する長期的リモデリング戦

略、中期的リモデリング戦略を検討していくこととする。 
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４ イノベーション人材の育成を促進する長期的リモデリング戦略 

(1) 考える力を育てるための教育環境の改善 

新しい学習指導要領は、小学校では2020年度、中学校では2021年度から全面実施され、

高等学校では2022年度の入学生から年次進行で実施されている［15-17］。ここでは、総

合的な学習の導入、コンピテンシーの重要性、ストレス軽減と児童・生徒の主体性、情

報通信技術（ICT）の活用等が強調されている。具体的には「総合的な学習の時間」が

設けられ、科目の枠を超えて多様な学びが行われるようになった。社会や環境、情報、

キャリア等、児童・生徒が必要とする身近なテーマを取り入れ、問題解決能力や主体的

な学びを促す試みが為されている。また、単なる知識や技能だけでなく、それを異なる

分野で応用できる力や態度を持つ「コンピテンシー」の育成も強調されている。具体的

には、創造性・思考力・表現力・コミュニケーション能力・情報リテラシー等の育成が

目指されている。そして、ストレスの軽減や児童・生徒の主体性を重視する学習内容や

進め方の工夫が求められ、教師は児童・生徒の興味や関心に合わせた学びを提供し、個々

の学習スタイルやペースに合わせた柔軟な指導を行うことが要請されている。さらに、

ICTの活用が推進され、デジタルデバイスやインターネットを活用した学習環境の整備、

情報の収集・分析・発信能力の育成が重視されるようになった。このほかに、学びの連

携と高大接続も重要視され、小学校から中学校、高校、大学への学びの連携が強調され

ている。そして、学校教育と社会や地域との連携も促され、実践的な学びや社会人とし

ての力の醸成が目指されている。 

以上のように、新しい学習指導要領は、まさに「考える力を育てるための教育」の一

助となるものである。そして、高等教育に限らず、初等・中等教育のレベルから知識生

産のエコシステム全体を考える力を身につけるような学校の教育と環境を目指すこと

が期待される。しかしながら、より良い知識生産につながる学校教育の在り方を考える

ためには、学校教員の労働問題等も含めた各レベルの教育が抱える内外の課題を整理す

るとともに7、その課題を様々なアクターとの協働により克服することが必要不可欠であ

る。学術界においても、これまで初等・中等教育との関わりやコミュニケーションは、

一部を除き限られたものであったと言える。そのようなこれまでの限界を超えた積極的

な対話が益々求められる。 

 

(2) 学校現場で行われているイノベーション人材育成につながる活動 

学校現場におけるイノベーション人材育成につながる活動は、以前より様々な取り組

みがある。特に義務教育以後の教育現場においては、社会課題に根差した教育も重要で

ある。それぞれの地域には多様な社会課題があり、それらの課題への取り組み自体がイ

ノベーションの舞台となる。地域創成や地域イノベーション等のテーマに応える上でも、

地域に根差した教育と研究、そして知識の生産と共有を通じた人材育成は全国的な課題

である。例えば、高等専門学校（高専）等は、我が国独自の教育システムとして地方に

                                            
7 例えば、「ブラック校則」とも呼ばれる校内での過度に厳格な規則や差別的と捉えられる制約などの問題も指摘されて

おり、また生徒の自由な発想や活動を抑圧する可能性も指摘され批判されている。 
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密着した実技ベースのイノベーションを可能とする土壌であり、今後のより積極的な振

興が期待される。そして地域の課題に関する知見はグローバルな課題の認識や解決にも

大いに資する。グローバルな視点におけるイノベーション人材の育成は国の政策として

も多様な取り組みが行われているが、近年では SDGs をはじめとした国際的な社会問題

の解決を視野に入れた施策が積極的に行われている。その一例として、本記録では、近

年における重要な取り組みの一つである「SGH」を取り上げる。 

2013年６月に閣議決定された「日本再興戦略 -JAPAN is BACK-」において、グローバ

ル化に対応した教育を行い、高等学校段階から世界と戦えるグローバル人材を育てるた

めに、新しいタイプの高等学校を創設することが提起された［18］。これを受けて文部

科学省は、2014年度から「SGH事業」を開始した。急速なグローバル化の進展を踏まえ、

社会課題に対する関心と深い教養に加え、コミュニケーション能力、問題発見・解決能

力等の国際的素養を身につけ、将来、国際的に活躍できるグローバル人材を高等学校段

階から育成するために、国際化を進める国内大学のほか、企業、国際機関等と連携して

取り組む 123 校が「SGH」に指定され、質の高いカリキュラムの開発・実践や、その体

制整備を進めた。また、「SGHアソシエイト校」も含めると全国すべての都道府県におい

てグローバル人材育成の高等学校教育拠点が誕生し、各地域の特性を踏まえた多様な教

育課程の開発・実践が展開された［19］。 

「SGH」における活動は、英語力向上や国際交流をプログラムの一部としながらも、「課

題研究」による総合的で探究的な学習が重視されている。例えば、喫緊の地球的課題解

決を目指す SDGs 等の社会の諸課題を対象に、各学校の特性を生かし、それぞれ教育課

程の中に取り込み、広い視野からより深い課題意識を持ちながら世界の課題解決手法の

実用性と自らの責務を考え、その考察に基づく妥当な解決策を探るなど、自覚的な深い

学びを進めるカリキュラムが実践された。高校生が実際に海外での交流やフィールドワ

ーク等に従事し、現地の高校生や大学生あるいは地域の人々との交流・折衝等を体験で

きたという事実は、単にカリキュラムを変更するというだけでなく、フェアトレード等

の実際のアクションにまでつながった学びであり、活動であるという点で極めて高等学

校教育に大きな影響を与えた［19］。また高校生の意識が着実に変化し、社会課題に対

する関心と深い教養、あるいは論理的思考力、批判的思考力、コミュニケーション能力、

問題解決力、行動力等の資質・能力が育成された［20］。他方で、グローバル人材育成

のカリキュラム開発・実践にとって教師・スタッフの意識・資質・能力の育成が肝要で

あり、グローバル人材を育成する高校教師等の育成が課題であることが明らかとなった

［20］。 

「SGH」をはじめとするイノベーティブなグローバル人材育成を実践する事業の成果

を踏まえ、現在は、Society5.0に向けた高等学校におけるグローバル人材育成を目指し

た「WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」、「地域との

協働による高等学校教育改革推進事業」が展開されている［21］。これらの事業は、

Society5.0の時代だからこそ、グローバルな社会課題について、国を超えた結びつきの

中で高いレベルで探求する力、世界で活躍できるイノベーティブなグローバル人材、地
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域の中でそれぞれの特色に沿って探究する力、グローバルな視点を持ってコミュニティ

を支える地域の担い手を育成することを目指している［21］。また、高等学校段階にお

けるグローバル人材育成の取り組みを一層促進するため、上述した事業に参画している

高等学校を含め継続的発展的に取り組む高等学校等を対象とした「SGH ネットワーク」

が構築（参加校120校（令和4年10月時点））され、文部科学省主催の全国高校生フォ

ーラム及びグローバル人材育成全国連絡協議会への参加等、全国的な取組に継続的に参

画することを通じて、「SGH」等の成果普及と持続可能なグローバル人材育成のネットワ

ークづくりが推進されている［22］。 

 

(3) 学校現場の外で行われているイノベーション人材育成につながる活動 

学校現場で行われる教育をこれまで以上により良いものへと変えていくためには、教

育環境を変えていく必要がある。しかし、これには一定の時間を要するため、この取り

組みと並行して学校現場の外で行われているイノベーション人材の育成につながる活

動を活性化させていくことが重要である。ここでは、現在行われているイノベーション

人材育成につながる主な学外の活動を紹介し、今後の在り方について考えていきたい。 

STEAM（Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics）教育を通じて、子

供たちの創造性や問題解決能力の育成を目指す活動が多数ある。例えば、ロボット工作

やプログラミング体験等のハンズオン活動やワークショップが提供され、そこでは子供

たちが自ら考え、実践する機会を得ることができる。未来館ビジョナリーキャンプは、

日本科学未来館が実施しているイノベーション人材育成プログラムである8。このプロ

グラムでは、10代の若者が未来の課題に対してアイデアを考え、実践的なプロジェクト

を進める機会を提供している。また、専門家やメンターとの交流、プロジェクト発表の

場を通じて、子供たちの創造性やリーダーシップを育成している。これらの活動は、学

校の教育現場の外で行われている活動であり、イノベーション人材育成に貢献している。

子供たちは、STEAM 教育やプログラミング学習を通じて、創造性や問題解決能力を身に

つけ、将来の社会で活躍する力を養うことができる。これにより、イノベーションの推

進につながる人材が育成されることが期待される。 

NPO法人日本科学振興協会（JAAS）などが母体となり2022年より実施している「イノ

ベーションユース 2040」は、10 代向け（主に高校生）の研究コンテストである。SDGs

のゴールである 2030 年の 10 年後にあたる 2040 年の世界をイメージして、自由な発想

に基づく研究、および研究アイデアを募集する育成型のプロジェクトである9。特徴と

しては、考える力や課題解決能力以前に重要と考えられる問いを立て、それを自分なり

の観点で掘り下げる「研究マインド」の育成を組み込んでいる点が挙げられ、研究成果

の評価だけではなく、参加者の成長にも寄り添う内容となっている。専門家を含め多様

な属性のアドバイザーが用意されており、参加者はアドバイザーへの相談を通じて内容

                                            
8 未来館ビジョナリーキャンプ概要 https://www.miraikan.jst.go.jp/sp/visionaries/（参照 2023-09-24） 
9 イノベーションユース 2040 概要 https://sites.google.com/g.jaas.science/innovation-youth/home?authuser=0（参照

2023-09-24） 



 9 

をブラッシュアップできる。まだ形になりきっていない多様な好奇心・探究心を肯定的

に扱う点でユニークといえる。 

これらの活動のように、児童・生徒に体験の機会を提供する取り組み以外に、イノベ

ーション人材育成につながる学外活動に資金を提供する取り組みもある。いくつかの財

団等は、奨学金プログラムを実施し、優れた学生に対して経済的支援を提供するととも

に、リーダーシップやイノベーション能力を育成する機会を提供している10。この奨学

金プログラムは、児童・生徒たちが自身の可能性を最大限に引き出し、社会の発展に貢

献することを目指している。 

学校現場の外で行われている、イノベーション人材育成に重要な役割を果たす取り組

みは、学生たちの能力や潜在能力を引き出し、持続的な成長と発展を促すことにつなが

る。このようにすそ野を広げつつ、手厚いケアを行うイノベーション人材育成システム

は、社会の将来を担う人々にとって貴重な経験となり、地域や国の発展に大いに貢献す

ることが期待される。学校現場の改革のみならず、これと並行して学校現場の外の取り

組みを地域や社会全体で協力して活性化することで、多様な人材に「考える力を育てる

ための教育」を施す機会が増えることが望ましい。 

                                            
10 奨学金プログラムの例として孫正義育英財団を紹介する。 https://masason-foundation.org/（参照 2023-09-24） 
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５ イノベーション人材の育成を促進する中期的リモデリング戦略 

(1) 共創プロジェクトを担う越境人材 

越境人材は、異なる領域や組織の枠を超えて共創プロジェクトを推進する人材である。

彼らは異なる分野や文化、組織間の枠組みにおいて、アイデアやリソースを結びつけ、

新しい価値を創造する役割を果たす。21世紀型社会に求められる越境人材については実

態調査が行われており、その特徴や越境人材として活動する上での障害が明らかにされ

ている11。そして、その調査結果に基づく越境人材の特徴として以下の点を挙げられる。 

越境的な視点：越境人材は、異なる領域や組織の知識や経験を持ちながら、それらを

統合して新しいアイデアやビジネスモデルを生み出す能力を持っている。領域間の垣根

を越えて異なる知識やアプローチを結びつけ、クリエイティブな解決策を見出すことが

できる。 

コラボレーションとネットワーキング：越境人材は、異なる組織や専門家との協力関

係を築き、共同でプロジェクトを推進する。協力し、情報やリソースを共有することで、

互いの専門知識や視点を活かし合い、新たな成果を生み出すことができる。 

柔軟性と創造性：越境人材は、変化に対応する柔軟性と創造性を持っている。彼らは

状況や要求に応じてアイデアや戦略を変え、新たなビジネスモデルやプロセスを開発す

る。また、問題に対してクリエイティブな解決策を見出す能力も兼ね備えている。 

リーダーシップと影響力：越境人材は、プロジェクトをリードし、他のメンバーや関

係者を指導・調整する。ビジョンを共有し、チームを組織し、関係者を巻き込みながら

目標に向かって進む。また、自身のアイデアやビジョンを他者に伝え、影響力を行使す

ることも重要視している。 

リスクテイキングと挑戦: 越境人材は、新しい領域や文化に飛び込み、リスクを冒し

てチャンスを追求する。新たなアイデアやビジネスモデルを実践することで、イノベー

ションや成果を生み出すことを目指す。 

これらの特徴を備えた越境人材は、異なる組織間のパートナーシップや共同プロジェ

クトにおいて、イノベーションや持続可能な成長を実現する重要な役割を果たしている。

越境人材の活動は、異なる分野や文化の融合、新たなビジネスモデルの創出、社会的な

課題の解決に寄与することが期待されており、このような動きは主に産業界でその萌芽

が認められるが、産のみならず、官学民のセクターにおいても越境人材の存在を見出す

ことができる。 

 

(2) 越境人材の育成 

地方や地域の持続的な発展のために、エネルギーの地産地消、環境や生態系の保存、

水や食料の確保、雇用の創出に加え、文化や慣習にも配慮しつつ地域の特性に応じたイ

ノベーションが求められている。要素技術と社会システムや経済システムとを連携し、

革新的な技術の開発や導入、また既存の技術を地域のビジョンに合わせて新たに結合さ

                                            
11 越境人材についての実態調査概要 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000046109.html（参照

2023-09-24） 
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せることで、こうしたイノベーションの実現が目指されている。地域の実情に応え、地

域の主体的な取り組みによる維持可能性を高めるため、ある特定の学術分野に所属する

研究者の参画に留まらず、地域に関わる多様なステークホルダーの参加と対話の重要性

が指摘されている。 

このような文脈において、地域のビジョンやシナリオの共創と実証のために産官学が

一体となった「Co-learning」が注目されている［23］。特に大学を巻き込んだ一体型の

人材教育機会は依然として少なく、今後ますますの蓄積が期待される。例えば、種子島

では大学と企業、行政・地域が連携し、地域の課題と研究成果を結びつけ、持続的な社

会モデルを構築する取り組みが様々な形で行われている。ここでは、対話と交流を通じ

て、地域住民や地域の産業に関わる人々が専門知に関する情報を得て「地域のありたい

未来の姿」からのバックキャスティングで思考できる人材になること、専門家の側が地

域の課題や文脈を地域の人々から地域知として学び、地域に貢献する研究人材として育

つことの両方が重要であると認識されている。また、こうした取り組みが初等・中等教

育へ波及していくことも重要であり、各地での実践や挑戦の実例を知ることができる仕

組みづくりも急務の課題である。 

 イノベーションの進展や新産業の創造が求められる産業界では越境人材の育成が急

務であり、スタートアップと大企業の共創など多くのオープンイノベーション・プログ

ラムが運営されている12。とりわけ越境人材の育成やその人材のコミュニティ創造は特

に重要視され、日本各地または国外に向けてのスタートアップ・エコシステムの創造を

目指す起業家教育や、業界を横断して新産業を共創できる人材のコンピテンシーモデル

の摸索が行われている。例えばサーキュラーエコノミー、脱炭素、多様な価値観などグ

ローバル・アジェンダを自分ごとと捉え、世界の未来を見据えた社会課題やAI・ブロッ

クチェーン・Web3.0といった技術の進化を理解し、それらを組み込み大規模な構想を描

く能力を身につけられる仕組みが必要不可欠である。新産業を構想する力の涵養におい

てSFプロトタイピング13や未来洞察手法14等のあたらしいアプローチの試みも行われつ

つある。 

 行政においても求められる能力像は益々多様化しており、特に近年では様々なステー

クホルダーに貢献するイノベーションが求められる。行政関係者は、特定の個人ではな

く、職場、地域、社会など、より多くの人の役に立てる場所で活動するほど幸福度が大

きく［24］、社会的インパクトが大きい。すなわち、社会的なイノベーションを起こす

ことに喜びを感じることも併せて報告されている［25，26］。そのような中で、例えば、

自治体職員が地方自治体の外に学ぶ機会を求め、専門分野の民間セクターと協働するこ

                                            
12 例えば SUNDRED、 i.school においては人材育成や、CIC やETIC、Plug and Play 等ではそれらの人材コミュニ

ティ創生などの取り組みがある。 
13 SF プロトタイピングとは、SF ストーリーを創造する想像力を活用して科学技術の発展を基に現実的に起こりうる、

小説の世界のような未来のストーリーの作成から着想を得て未来予測を行い、その未来予測からのバックキャスティング

により、企業における事業企画や研究開発戦略を思考・創造する手法である。 
14 未来洞察手法とは、過去や現在から予測するフォアキャスト型ではたどり着けない発想を、ありたい未来からのバッ

クキャスト型で発想すると同時に、知らない、もしくは気づいていない未来から強制発想し、未来の可能性を探索する方

法である。 
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とで自身の知識や手法を現場に適用し実践する、その経験をもとに執筆や講演などにも

積極的に取り組むなど［27，28] 、越境的な試みを行う努力が個人のレベルでも行われ

つつある。そのような実践者を中心とした自主的な勉強会や講演会などを通じ、それが

連鎖することで、既存のやり方にとらわれない行政の進め方や新しい事業を起こすきっ

かけが生まれつつある。学術界もこのような取り組みに多くを学び、さらに越境人材の

育成を加速させることが必要不可欠である。 

 

(3) 越境のためのシチズンサイエンス 

シチズンサイエンスは科学の専門家ではない人々によって行われる科学研究を指し、

その活動は世界的に拡大しつつある。共創型研究としてのシチズンサイエンスのもたら

す便益としては、大量のデータを採れることと、専門家ではない市民の視点で専門家の

見落とす事柄をすくいとれることのほかに、参加する市民の科学リテラシーを向上する

ことがある［29］。さらに、社会に眠る科学的才能を持った人材を発見する新たな手段

としても注目されている［30］。共創型研究では目的や分野の特性に応じて様々なスタ

イルが生まれ、社会課題解決のための新たな手法も提供しうることが示されている。そ

のため、そうした社会課題解決型のシチズンサイエンスの参加者は、市民に限らず、企

業やNPOも含む複合的なものとなる。このように、シチズンサイエンスは様々な領域を

越境する活動に他ならない。 

第 24 期日本学術会議若手アカデミーは、従来の競争型サイエンスから共創型サイエ

ンスへの転換を目指し、シチズンサイエンスの推進に向けた活動を行ってきた。そして、

様々な取り組みを通じて、海外と比較した際のシチズンサイエンスの国内の現況を分析

し、その担い手の育成と活動の実践にあたり解決すべき課題を提言として発出するに至

った［31］。この提言の発出を受けて第６期科学技術・イノベーション基本計画には、

シチズンサイエンスを活性化するための環境整備や、2022 年度までの着手を想定した

１万人規模のシチズンサイエンスの研究プロジェクトの立ち上げが明記され、越境人材

育成の機運が高まっている［32］。 

産学官および市民から成る多様なアクターにより展開される共創型研究としてのシ

チズンサイエンスのインセンティブを持続可能なものにするためには、各アクターそれ

ぞれにとっての便益を生み出すことで関心が持続する研究をデザインすることが重要

である。そして、それこそがイノベーション新潮流の素地を提供することにつながる。

この時、市民は受益者のみとして位置づけられる市民の枠組みを越えた越境人材となる。

市民がシチズンサイエンスの枠組みを活用して、越境人材として活躍した事例の1つに、

福島第一原発事故後、個人がガイガーカウンターで測定した放射線量データを収集し、

公開するネットワークを構築した Safecast を挙げることができる15。 Safecast は IT

企業を拠点とする技術者等の取り組みにアカデミアが参加し、さらに市民による科学的

なデータ収集活動へと発展してきた取り組みである。IT企業の起業家精神と市民の参加

                                            
15 Safecast ホームページ https://safecast.jp/（参照 2023-09-24） 
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が放射線被害の科学的解明に活かされた事例として評価されており［33］、市民が受益

者のみとして位置づけられる市民の枠を超えて越境人材として活動した事例と言える。

産官学の各セクターで活動するアクターと同様に、市民もまたアクターとして活躍する

枠組みであるシチズンサイエンスにおいては、市民は越境人材たる特性を備えている。 
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６ イノベーション創出にあたり重要視すべき３つの事柄 

我が国におけるイノベーション人材育成の現状及び問題点を踏まえて、イノベーション

創出にあたり重要視すべき３つの事柄を以下に示す（図１）。同時に、日本学術会議若手ア

カデミーはイノベーション創出に向けて、審議と社会との対話を継続する。 

 

(1) イノベーションの基盤となる人材の多様性 

本記録では、科学技術・イノベーション基本法の定義を踏まえつつ、より広く社会制

度そのものの変革も含めた、「新しい価値」の創出の営み全体をさすものとしてイノベ

ーションを捉える。この「新たな価値」を生み出し、経済社会の大きな変革を創出する

には、それまで使われていなかった情報や知識を活用し、反映されてこなかった体験や

発想を動員する必要がある。政治・経済・社会の各領域で、多様な人材が活躍すること

で、個人が処理できる情報量、蓄積できる体験や知識、持つことのできる発想の限界を

越えたイノベーションを実現できる。多様な人材が活躍する環境づくりのために、差別

の解消と合理的配慮の二点が重要である。ここにいう差別とは、特定の人種や性別、出

身地など人間の属性に向けられた蔑視感情にのみならず、意識的、無意識的に関わらず

人間の属性に対する固定観念等も含まれる。合理的配慮は、特に障害者差別禁止の分野

で発展してきた概念だが、人材多様性確保のために、あらゆる場面に応用可能である。

性別や障害の有無、信条の内容など、人には事実上、多くの個性があり、それに配慮す

ることなしに多様性は実現し得ない。このような差別と合理的配慮の不足を放置せず、

国が、目の前にあるイノベーションの選択肢を育てる姿勢を示すことは、我が国に暮ら

す人々のイノベーションへの動機づけとなる。人材の多様性の確保がイノベーション創

出のための基盤となることから、多様性を軸にしたイノベーション人材の育成を促進す

る長期的リモデリング戦略、中期的リモデリング戦略を検討していくことが肝要である。

そのため、図１ではイノベーションの基盤となる人材の多様性を、第一に重要視すべき

点として第一層に位置づけた。 

 

(2) 20年後のイノベーション人材を育成する環境整備（長期的リモデリング戦略） 

様々な施策により人材の多様性が確保されたとしても、多様な人材がその能力を十分

に伸ばし、イノベーションを創出するためには、「考える力を育てるための教育」が必

要である。そのため、本記録では現在の教育環境の改善が20年後の社会に与える影響に

鑑み、これをイノベーション人材の育成を促進する「長期的リモデリング戦略」と位置

づけた。新しい学習指導要領は「考える力を育てるための教育」の一助となるものであ

るが、高等教育にかぎらず初等・中等教育のレベルから、知識生産のエコシステム全体

について考える力を身につける、学校の教育と環境を目指すことが期待される。しかし、

これには一定の時間を要するため、この取り組みと並行して「SGH」における人材育成

活動を推進し、さらに学校現場の外で行われているイノベーション人材の育成につなが

る活動も活性化させていくことが重要である。これらを軸とした環境整備を「長期的リ

モデリング戦略」として進めることが望ましい。長期的リモデリング戦略は、人材多様
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性の確保に次いで重要視すべき点として第二層に位置づけた。 

 

(3) 10年後のイノベーション人材を育成する環境整備（中期的リモデリング戦略） 

高度に複雑化した社会では、社会課題に対応するために発展した組織が専門家たちの

縦割りの「サイロ」となり、それに閉じてしまうことで変化に対応できない「サイロ・

エフェクト」が生じることが指摘されている。イノベーションは超領域的な取り組みに

よって生じる可能性が高く、その可能性をより高めるにはサイロ・エフェクトを打破し

て各領域を越境して活躍する人材を育成する取り組みが必要である。越境人材の育成が

社会に与える影響は「長期的リモデリング戦略」に比べて時間を要さず即効性が認めら

れることから、これをイノベーション人材の育成を促進する「中期的リモデリング戦略」

と位置づけた。各セクターにおける越境人材の活動は孤発的に生じており、体系的に育

成されているとは言い難い。我が国を覆う閉塞感を払しょくするためには、異なる分野

や文化、組織間の枠組みにおいて、アイデアやリソースを結びつけ、新しい価値を創造

する役割を果たす越境人材を、領域や組織の枠を超えて育成していくことが重要である。

中期的リモデリング戦略は、人材多様性の確保、教育環境の改善に次いで重要視すべき

点として第三層に位置づけた。 

図１ イノベーション人材の育成を促進する中長期的リモデリング戦略 
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令和 3年 

   2月 22日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第１回） 

自己紹介 

委員長選出および役員選出 

第 25 期若手アカデミービジョン・ミッションについて 

   4月 16日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第２回） 

運営分科会で話し合われた内容の情報共有 

イノベーションの概念整理 

今後の具体的活動について 

   11月 16日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第３回） 

ご講演及び質疑 

内田良先生（名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授） 

教育の巧み：「みんないっしょ」から「主体的な活動」まで 

イノベーション人材育成の課題について 

次回の予定について 

   12月 10日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第４回） 

木村委員からの話題提供 

今後の活動について 

令和 4年 

   1月 18日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第５回） 

SUNDRED からの話題提供 

社会起点の目的共創から始まる新たな価値創造の形 

 －『実現すべき未来』への「新産業共創」と「インタープレナー」 

吉田直樹氏（SUNDRED 株式会社 チーフ ストラテジー オフィサー /  

パートナー 三菱総合研究所 参与） 

留目真伸氏（SUNDRED 株式会社 代表取締役／パートナー VFR 株式会社 

ファウンダー / 取締役チェアマン） 

今後の分科会の活動について 

   3月 23日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第６回）・運営分科会（第６回） 

ナスコンバレーの活動に関する意見交換 

今後の分科会の活動について 

今後の若手アカデミーの活動について 

   5月 30日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第７回） 

見解案について 

今後の分科会の活動について 
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   12月 15日 イノベーションに向けた社会連携分科会（第８回）・ 

地域活性化に向けた社会連携分科会（第６回） 

これまでの議論の振り返り 

見解についての確認 

見解作成について 

執筆の分担について 

今後の流れの確認 

令和 5年 

   2月 28日 運営分科会（第11回） 

見解案「2040 年の科学・学術と社会を見据えて取り組むべき課題 

〜イノベーション・越境研究・地域連携・国際連携・人材育成・研究環 

境〜」について 

見解案「イノベーション人材の育成を促進する中長期的リモデリング戦 

略」について 

学術フォーラムについて 

第 4 回全体会議について 

6月29日 運営分科会（第12回） 

見解案「イノベーション人材の育成を促進する中長期的リモデリング戦 

略」について承認。 

8 月 15 日 科学的助言等対応委員会による査読の結果、本見解案は議論及び記述の不
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9 月 23 日 科学的助言等対応委員会からの指摘事項につき対応をし、今期の活動の記

録として本件を公表することを若手アカデミー会議において承認。 
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